
 

 

山 梨 県 公 共 下 水 道 普 及 促 進 費 補 助 金 交 付 要 綱  

（ 趣  旨 ）                                     

第 １ 条  知 事 は 、 公 共 下 水 道 事 業 を 施 行 す る 市 町 村 に 対 し て 、 財 政 援 助 し そ の 促 進 を 図 る

た め 、 予 算 の 範 囲 内 で 公 共 下 水 道 普 及 促 進 費 補 助 金 （ 以 下 「 補 助 金 」 と い う 。 ） を 交 付

す る も の と し 、 そ の 交 付 に 関 し て は 、 山 梨 県 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 昭 和 ３ ８ 年 山 梨 県 規 則

第 ２ ５ 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 要 綱 の 定 め る と こ ろ に よ

る 。  

                                         

（ 交 付 の 対 象 及 び 補 助 額 の 算 定 ）  

第 ２ 条  こ の 補 助 金 は 、 下 水 道 法 （ 昭 和 ３ ３ 年 法 律 第 ７ ９ 号 ） 第 ２ 条 第 ３ 号 で 規 定 す る 公

共 下 水 道 事 業 を 施 行 す る 市 町 村 の う ち 、 生 活 排 水 ク リ ー ン 処 理 率 が ８ ２ ％ 未 満 か つ 、 桂

川 流 域 関 連 の 市 町 村 に 対 し 、 交 付 す る も の と す る 。 た だ し 、 生 活 排 水 ク リ ー ン 処 理 率 の

基 準 年 は 別 に 定 め る も の と す る 。  

 

２  補 助 金 の 額 は 、 当 該 年 度 交 付 決 定 を 受 け た 、 公 共 下 水 道 整 備 に 使 わ れ る 交 付 金 の 交 付

基 本 額 の １ ０ ０ 分 の ２ ． ５ 以 内 と す る 。  

                                         

（ 交 付 の 申 請 ）  

第 ３ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 市 町 村 は 、 別 に 定 め る 日 ま で に 補 助 金 交 付 申 請 書

（ 第 1 号 様 式 ） を 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

                                         

（ 事 業 の 変 更 等 ）  

第 ４ 条  補 助 金 の 交 付 を 決 定 し た 場 合 に お い て 、 そ の 後 の 事 情 の 変 更 に よ り 、 次 の 各 号 に

該 当 す る 場 合 は 、 す み や か に 補 助 金 変 更 交 付 申 請 書 （ 第 2 号 様 式 ） を 知 事 に 提 出 し な け

れ ば な ら な い 。  

（ １ ） 補 助 金 の 総 額 に 変 更 が 生 じ た 場 合  

（ ２ ） 事 業 を 中 止 又 は 廃 止 し よ う と す る 場 合  

（ ３ ） 補 助 金 に 要 す る 経 費 の 配 分 に つ い て は 、 各 費 目 相 互 間 に お け る い ず れ か 低 い 額 の ２

０ ％ を 超 え る 増 減 が 生 じ た 場 合  

 

（ 交 付 決 定 ）  

第 ５ 条  知 事 は 、 第 ３ 条 及 び 前 条 の 規 定 に よ る 補 助 金 交 付 申 請 又 は 補 助 金 変 更 交 付 申 請 が

あ っ た と き は 、 す み や か に 交 付 決 定 又 は 変 更 交 付 決 定 す る も の と す る 。  

                                        

（ 実 績 報 告 ）                                    

第 ６ 条  規 則 第 １ ２ 条 の 規 定 に よ る 実 績 報 告 は 、 補 助 金 実 績 報 告 書 （ 第 4 号 様 式 ） に よ り

補 助 事 業 が 完 了 し た 日 若 し く は 、 廃 止 の 承 認 を 受 け た 日 か ら 起 算 し て 一 箇 月 を 経 過 し た

日 又 は 翌 年 度 の ４ 月 １ ０ 日 の い ず れ か 早 い 期 日 ま で に 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

                                         

（ 補 助 金 の 額 の 確 定 ）  

第 ７ 条  知 事 は 、 前 条 の 定 め る と こ ろ に よ り 実 績 報 告 を 受 け た 場 合 に お い て は 、 当 該 実 績

報 告 書 等 の 書 類 審 査 及 び 必 要 に 応 じ て 行 う 現 地 調 査 等 に よ り 、 そ の 報 告 に 係 る 補 助 事 業

の 成 果 が 補 助 金 の 交 付 決 定 の 内 容 に 適 合 す る と 認 め た と き は 、 交 付 す べ き 補 助 金 の 額 を

確 定 し 、 市 町 村 に 通 知 す る 。  

                                         



 

 

（ 補 助 金 の 交 付 ）  

第 ８ 条  補 助 金 は 、 実 績 報 告 書 の 提 出 が あ っ た 後 に 交 付 す る 。 た だ し 、 知 事 が 必 要 と 認 め

た と き は 、 概 算 払 い を す る こ と が で き る 。  

２  補 助 金 の 概 算 払 い を 受 け よ う と す る と き は 、 概 算 払 い 請 求 書 （ 第 3 号 様 式 ） を 知 事 に

提 出 し な け れ ば な ら な い 。                                                                     

 

（ 財 産 の 処 分 の 制 限 ）  

第 ９ 条  本 補 助 金 に よ り 取 得 し た 機 器 等 に つ い て は 、「 補 助 事 業 等 に お け る 残 存 物 件 の 取 扱

い に つ い て 」（ 昭 和 34 年 建 設 省 発 会 第 74 号 ）に 定 め る 期 間（ 以 下「 財 産 処 分 制 限 期 間 」

と い う 。 ） を 経 過 す る ま で は 、 知 事 の 承 認 を 受 け な い で 、 取 得 機 器 等 を 補 助 金 の 交 付 の

目 的 に 反 し て 使 用 し 、 譲 渡 し 、 交 換 し 、 貸 し 付 け 、 又 は 担 保 に 供 し て は な ら な い 。  

 

２  前 項 の 承 認 を 受 け よ う と す る 場 合 は 財 産 処 分 承 認 申 請 書 （ 第 5 号 様 式 ） を 知 事 に 提 出

し 、 そ の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

 

３  知 事 は 第 １ 項 の 承 認 を し よ う と す る 場 合 に お い て 、 原 則 と し て 交 付 し た 補 助 金 の う ち

取 得 機 器 等 を 補 助 金 の 交 付 の 目 的 に 反 し て 使 用 し 、 譲 渡 し 、 交 換 し 、 貸 し 付 け 、 又 は 担

保 に 供 し た 時 か ら 財 産 処 分 制 限 期 間 が 経 過 す る ま で の 期 間 に 相 当 す る 分 を 返 還 さ せ る も

の と す る 。  

 

（ そ の 他 ）  

第 １ ０ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、こ の 要 綱 の 実 施 に 関 し 必 要 な 事 項 は 別 に 定 め る 。 

                                                                                                   

附   則                                      

（ 施 行 期 日 等 ）  

１  こ の 要 綱 は 平 成 ３ 年 １ ０ 月 ８ 日 か ら 施 行 し 、 平 成 ３ 年 度 か ら 適 用 す る 。  

 

附   則                                      

（ 施 行 期 日 等 ）  

１  こ の 要 綱 は 平 成 ８ 年 ２ 月 ２ ３ 日 か ら 施 行 し 、 平 成 ７ 年 度 か ら 適 用 す る 。  

 

附   則                                      

（ 施 行 期 日 等 ）  

１  こ の 要 綱 は 平 成 １ ０ 年 ３ 月 ４ 日 か ら 施 行 し 、 平 成 ９ 年 度 か ら 適 用 す る 。  

 

附   則  

（ 施 行 期 日 等 ）  

１  こ の 要 綱 は 平 成 １ ６ 年 ４ 月 ２ ０ 日 か ら 施 行 し 、 平 成 １ ６ 年 度 か ら 適 用 す る 。  

２  市 町 村 合 併 に か か わ ら ず 、 生 活 排 水 ク リ ー ン 処 理 率 が ８ ２ ％ 未 満 で あ る 年 度 当 初 の 市

町 村 に 係 る 地 域 の 事 業 費 を 補 助 対 象 と す る 。                    

 

附   則  

（ 施 行 期 日 等 ）  

１  こ の 要 綱 は 平 成 １ ７ 年 ７ 月 １ ４ 日 か ら 施 行 し 、 平 成 １ ７ 年 度 か ら 適 用 す る 。  

 



 

 

附   則  

（ 施 行 期 日 等 ）  

１  こ の 要 綱 は 平 成 １ ８ 年 ４ 月 １ １ 日 か ら 施 行 し 、 平 成 １ ８ 年 度 か ら 適 用 す る 。  

 

附   則  

（ 施 行 期 日 等 ）  

１  こ の 要 綱 は 平 成 ２ ２ 年 ９ 月 １ ５ 日 か ら 施 行 し 、 平 成 ２ ２ 年 度 か ら 適 用 す る 。  

 

附   則  

（ 施 行 期 日 等 ）  

１  こ の 要 綱 は 令 和 元 年 １ ２ 月 ２ 日 か ら 施 行 し 、 令 和 元 年 度 か ら 適 用 す る 。  

 

附   則  

（ 施 行 期 日 等 ）  

１  こ の 要 綱 は 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し 、 令 和 ３ 年 度 か ら 適 用 す る 。  

２  こ の 要 綱 は 令 和 ８ 年 ３ 月 ３ １ 日 限 り 、 そ の 効 力 を 失 う 。 た だ し 、 こ の 要 綱 に 基 づ き 交

付 決 定 さ れ た 補 助 金 に つ い て は 、 こ の 要 綱 の 失 効 後 も 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。  

 


